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令 和 ６ 年 ７ 月 2 5 日

厚生労働大臣 武見 敬三 殿

中央最低賃金審議会

会長 藤村 博之

令 和 ６ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て  （答申）

令 和 ６ 年 ６ 月 2 5 日 に 諮 問 の あ っ た 令 和 ６ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て 、

下 記 の と お り 答 申 す る 。

記

１ 令 和 ６ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て は 、 そ の 金 額 に 関 し 意 見 の 一 致 を み る

に 至 ら な か っ た 。

２ 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に お け る 審 議 に 資 す る た め 、 上 記 目 安 に 関 す る 公 益 委 員 見 解 （ 別 紙

１ ） 及 び 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 目 安 に 関 す る 小 委 員 会 報 告 （ 別 紙 ２ ） を 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

に 提 示 す る も の と す る 。

３ 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の 審 議 の 結 果 を 重 大 な 関 心 を も っ て 見 守 る こ と と し 、 同 審 議 会 に お

い て 、 別 紙 １ の ２ に 示 さ れ て い る 公 益 委 員 の 見 解 を 十 分 参 酌 さ れ 、 自 主 性 を 発 揮 さ れ る こ

と を 強 く 期 待 す る も の で あ る 。

４ 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が 継 続 的 に 賃 上 げ で き る 環 境 整 備 の 必 要 性 に つ い て は 労 使 共 通

の 認 識 で あ り 、 政 府 の 掲 げ る 「 成 長 と 分 配 の 好 循 環 」 と 「 賃 金 と 物 価 の 好 循 環 」 を 実 現 す

る た め に も 、 特 に 地 方 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 に 配 意 し つ つ 、 生 産 性 向 上 を 図 る と と も

に 、 官 公 需 に お け る 対 応 や 、 価 格 転 嫁 対 策 を 徹 底 し 、 賃 上 げ の 原 資 の 確 保 に つ な げ る 取 組

を 継 続 的 に 実 施 す る よ う 政 府 に 対 し 強 く 要 望 す る 。

５ 生 産 性 向 上 の 支 援 に つ い て は 、 可 能 な 限 り 多 く の 企 業 が 各 種 の 助 成 金 等 を 受 給 し 、 賃 上

げ を 実 現 で き る よ う に 、 政 府 の 掲 げ る 生 産 性 向 上 等 へ の 支 援 や 経 営 支 援 の 一 層 の 強 化 を

求 め る 。 特 に 、 事 業 場 内 で 最 も 低 い 時 間 給 を 一 定 以 上 引 き 上 げ 、 生 産 性 向 上 に 取 り 組 ん だ

場 合 に 支 給 さ れ る 業 務 改 善 助 成 金 に つ い て は 、 最 低 賃 金 引 上 げ の 影 響 を 強 く 受 け る 中 小

企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が し っ か り と 活 用 で き る よ う 充 実 す る と と も に 、 具 体 的 事 例 も 活 用 し

た 周 知 等 の 徹 底 を 要 望 す る 。 加 え て 、 非 正 規 雇 用 労 働 者 の 処 遇 改 善 等 を 支 援 す る キ ャ リ ア

アップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等について、「賃上げ」

を 支 援 す る 観 点 か ら 、 賃 上 げ 加 算 等 の 充 実 を 強 く 要 望 す る 。

６ 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の 賃 上 げ の 実 現 に 向 け て 、 労 働 生 産 性 を 引 き 上 げ る た め 、 設 備

投 資 の 促 進 に 資 す る 税 制 や 、 省 力 化 投 資 の 補 助 金 等 に よ る 支 援 の 強 化 を 要 望 す る 。 加 え て 、



創 業 ・ 事 業 承 継 や Ｍ ＆ Ａ の 環 境 整 備 の 一 層 の 強 化 に 取 り 組 む こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 成

長 市 場 に 進 出 し よ う と す る 者 の 事 業 再 構 築 、 新 製 品 開 発 や 新 市 場 の 開 拓 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン

創 出 、 Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ の 取 組 を 促 進 す る こ と を 要 望 す る 。 さ ら に 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が

こ れ ら の 施 策 を 一 層 活 用 で き る よ う 、 周 知 等 を 徹 底 す る と と も に 運 用 改 善 を 要 望 す る 。

７ 価 格 転 嫁 対 策 に つ い て は 、 新 た な 商 慣 習 と し て 、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 で 適 切 な 価 格 転

嫁 を 定 着 さ せ る 「 構 造 的 な 価 格 転 嫁 」 を 実 現 す る た め 、 独 占 禁 止 法 の 執 行 強 化 、 下 請 Ｇ メ

ン 等 を 活 用 し つ つ 事 業 所 管 省 庁 と 連 携 し た 下 請 法 の 執 行 強 化 、 下 請 法 改 正 の 検 討 等 を 行

う と と も に 、 「 労 務 費 の 適 切 な 転 嫁 の た め の 価 格 交 渉 に 関 す る 指 針 」 の 周 知 徹 底 を 要 望 す

る 。 ま た 、 価 格 転 嫁 円 滑 化 の 取 組 に つ い て の 実 態 調 査 が 行 わ れ 、 転 嫁 率 が 低 い 等 の 課 題 が

あ る 業 界 に つ い て は 、 自 主 行 動 計 画 の 策 定 や 改 定 、 改 善 策 の 検 討 を 求 め る こ と を 要 望 す る 。

指 針 別 添 の 交 渉 用 フ ォ ー マ ッ ト に つ い て は 、 業 種 の 特 性 に 応 じ た 展 開 ・ 活 用 を 促 す こ と を

要 望 す る 。 さ ら に は 、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 構 築 宣 言 の 更 な る 拡 大 と 実 効 性 向 上 に 取 り 組 む と

と も に 、 中 小 企 業 等 協 同 組 合 法 に 基 づ く 団 体 協 約 の 更 な る 活 用 の 推 進 に 向 け 、 活 用 実 態 の

調 査 や 組 合 へ の 制 度 周 知 に 取 り 組 む こ と を 要 望 す る 。 さ ら に 、 Ｂ t o Ｃ 事 業 で は 相 対 的 に 価

格 転 嫁 率 が 低 い と い っ た 課 題 が あ る た め 、 消 費 者 に 対 し て 転 嫁 に 理 解 を 求 め て い く よ う

要 望 す る 。

８ い わ ゆ る 「 年 収 の 壁 」 を 意 識 せ ず 働 く こ と が で き る よ う 、 「 年 収 の 壁 ・ 支 援 強 化 パ ッ ケ

ー ジ 」 の 活 用 を 促 進 す る ほ か 、 被 用 者 保 険 の 適 用 拡 大 等 の 見 直 し に 取 り 組 む こ と を 要 望 す

る 。 加 え て 、 行 政 機 関 が 民 間 企 業 に 業 務 委 託 を 行 っ て い る 場 合 に 、 年 度 途 中 の 最 低 賃 金 額

改 定 に よ っ て 当 該 業 務 委 託 先 に お け る 最 低 賃 金 の 履 行 確 保 に 支 障 が 生 じ る こ と が な い よ

う 、 発 注 時 に お け る 特 段 の 配 慮 を 要 望 す る 。



別紙１

令 和 ６ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に 関 す る 公 益 委 員 見 解

令 和 ６ 年 ７ 月 2 4 日

１ 令 和 ６ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 引 上 げ 額 の 目 安 は 、 次 の 表 に 掲 げ る 金 額 と す

る。

令 和 ６ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 引 上 げ 額 の 目 安

ラ ン ク 都道府県 金額

Ａ 埼 玉 、 千 葉 、 東 京 、 神 奈 川 、 愛 知 、 大 阪 5 0 円

北 海 道 、 宮 城 、 福 島 、 茨 城 、 栃 木 、 群 馬 、 新 潟 、 富 山 、 石 川 、

Ｂ
福 井 、 山 梨 、 長 野 、 岐 阜 、 静 岡 、 三 重 、 滋 賀 、 京 都 、 兵 庫 、

5 0 円
奈 良 、 和 歌 山 、 島 根 、 岡 山 、 広 島 、 山 口 、 徳 島 、 香 川 、 愛 媛 、

福岡

Ｃ
青 森 、 岩 手 、 秋 田 、 山 形 、 鳥 取 、 高 知 、 佐 賀 、 長 崎 、 熊 本 、

5 0 円
大 分 、 宮 崎 、 鹿 児 島 、 沖 縄

２ （ １ ）  目安小委員会は、 今 年 度 の 目 安 審 議 に 当 た っ て 、 令 和 ５ 年 全 員 協 議 会 報 告 の

１ （ ２ ）  で 「 最 低 賃 金 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の ３ 要 素 の デ ー タ に 基 づ き 労 使 で 丁 寧 に 議 論

を 積 み 重 ね て 目 安 を 導 く こ と が 非 常 に 重 要 で あ り 、 今 後 の 目 安 審 議 に お い て も 徹 底

す べ き で あ る 」  と 合 意 さ れ た こ と を 踏 ま え 、  特 に 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に お け る 自 主

性 発 揮 が 確 保 で き る よ う 整 備 充 実 や 取 捨 選 択 を 行 っ た 資 料 を 基 に す る と と も に 、

「 新 し い 資 本 主 義 の グ ラ ン ド デ ザ イ ン 及 び 実 行 計 画 2 0 2 4 改 訂 版 」 及 び 「 経 済 財 政

運営と改革の基本方針2024」  に 配 意 し 、 最 低 賃 金 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の ３ 要 素 を 考 慮 し

た 審 議 を 行 っ て き た 。

ア 労働者の生計費

労 働 者 の 生 計 費 に つ い て は 、 関 連 す る 指 標 で あ る 消 費 者 物 価 指 数 を 見 る と 、 「 持

家 の 帰 属 家 賃 を 除 く 総 合 」 は 、 令 和 ５ 年 1 0 月 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 ま で の 期 間 で 見

た 場 合 は 平 均 3 . 2 ％ で 、 前 年 同 期 の 令 和 ４ 年 1 0 月 か ら 令 和 ５ 年 ６ 月 ま で の 平 均

4 . 3 ％ か ら 引 き 続 き 高 い 水 準 と な っ て い る 。 な お 、 消 費 者 物 価 指 数 の 「 総 合 」 、 と

り わ け 「 基 礎 的 支 出 項 目 」 と い っ た 必 需 品 的 な 支 出 項 目 に つ い て は 、 経 済 産 業 省

が 実 施 す る エ ネ ル ギ ー 価 格 の 負 担 軽 減 策 で あ る 「 電 気 ・ ガ ス 価 格 激 変 緩 和 対 策 事

1



業」 の 影 響 で 一 定 程 度 押 し 下 げ ら れ て い る  （「総合」 では、 ６ 月 は  0. 2 5 ポ イ ン ト

押 し 下 げ ら れ て い る と 試 算 さ れ て い る ） 。

加 え て 、  年 間 1 5 回 以 上 の 購 入 頻 度 で あ る 食 パ ン 、  鶏 卵 な ど の 生 活 必 需 品 を 含

む 支 出 項 目 で あ る 、  年間購入頻度階級別指数で見た 「頻繁に購入」 す る 品 目 に つ

い て も 、  令 和 ５ 年 1 0 月 か ら 令 和 ６ 年 ６ 月 ま で の 期 間 で 見 た 場 合 は 平 均 5 .  4％で、

前 年 同 期 の 令 和 ４ 年  1 0 月 か ら 令 和 ５ 年 ６ 月 ま で の 平 均 4 .  8 ％ か ら 引 き 続 き 高 い

水 準 と な っ て い る 。

消費者物価指数については、 基本的には 「 持 家 の 帰 属 家 賃 を 除 く 総 合 」  を基に

議 論 す べ き で あ る が 、  最 低 賃 金 の 引 上 げ に よ り 時 間 当 た り 賃 金 が 上 昇 し た 者 が そ

の 増 加 分 の 賃 金 の 多 く を 消 費 に 回 し て い る 調 査 結 果 が 出 て い る こ と を 踏 ま え る

と 、 生 活 必 需 品 を 含 む 支 出 項 目 を 中 心 と し た 消 費 者 物 価 の 上 昇 に 伴 い 、 最 低 賃 金

に近い賃金水準の労働者においては、 生 活 が 苦 し く な っ て い る 者 も い る と 考 え ら

れ る 。

こ う し た 状 況 を 踏 ま え れ ば 、  今年度においては、 労働者の生計費については、

最 低 賃 金 に 近 い 賃 金 水 準 の 労 働 者 の 購 買 力 を 維 持 す る 観 点 か ら 、  昨年 1 0 月以降

の 「 持 家 の 帰 属 家 賃 を 除 く 総 合 」 が 示 す 水 準 を 一 定 程 度 上 回 る こ と を 考 慮 し つ つ 、

「頻繁に購入」 す る 生 活 必 需 品 を 含 む 支 出 項 目 に 係 る 消 費 者 物 価 の 上 昇 も 勘 案 す

る 必 要 が あ る 。

イ 賃金

賃 金 に 関 す る 指 標 を 見 る と 、 春 季 賃 上 げ 妥 結 状 況 に お け る 賃 金 上 昇 率 は 、 連 合

の 第 ７ 回 （ 最 終 ） 集 計 結 果 で 、 全 体 で 5 . 1 0 ％ 、 中 小 で も 4 . 4 5 ％ と な っ て お り 、 昨

年 を 上 回 る 3 3 年 ぶ り の 高 い 水 準 と な っ て い る 。 さ ら に 、 有 期 ・ 短 時 間 ・ 契 約 等

労 働 者 の 賃 上 げ 額 （ 時 給 ） の 加 重 平 均 の 引 上 げ 率 の 概 算 も 昨 年 を 上 回 る 5 . 7 4 ％ と

な っ て い る 。

経 団 連 に よ る 春 季 労 使 交 渉 月 例 賃 金 引 上 げ 結 果 （ 第 １ 回 集 計 ） で は 、 大 手 企 業

で 5 . 5 8 ％ 、 中 小 企 業 で は 3 . 9 2 ％ と な り 、 い ず れ も 昨 年 を 上 回 る 水 準 で あ る 。 ま

た 、 日 商 に よ る 中 小 企 業 の 賃 金 改 定 に 関 す る 調 査 の 正 社 員 の 結 果 で は 全 体 で

3 . 6 2 ％ 、 2 0 人 以 下 の 企 業 で 3 . 3 4 ％ 、 パ ー ト ・ ア ル バ イ ト の 結 果 で は 全 体 で 3 . 4 3 ％ 、

2 0 人 以 下 で 3 . 8 8 ％ と な っ て い る 。

賃 金 改 定 状 況 調 査 結 果 に つ い て は 、 第 ４ 表 ① ② に お け る 賃 金 上 昇 率 （ ラ ン ク 計 ）

は 2 . 3 ％ で あ り 、 最 低 賃 金 が 時 間 額 の み で 表 示 さ れ る よ う に な っ た 平 成 1 4 年 以

降 最 大 値 で あ っ た 昨 年 の 結 果 （ 2 . 1 ％ ） を 上 回 っ て い る 。 ま た 、 継 続 労 働 者 に 限 定

し た 第 ４ 表 ③ に お け る 賃 金 上 昇 率 （ ラ ン ク 計 ） は 2 . 8 ％ と な っ て お り 、 こ れ も 昨

年 の 結 果 （ 2 . 5 ％ ） を 上 回 っ た 。 こ の 第 ４ 表 は 、 目 安 審 議 に お け る 重 要 な 参 考 資 料

で あ り 、 同 表 に お け る 賃 金 上 昇 率 を 十 分 に 考 慮 す る 必 要 が あ る 。

大 企 業 を 対 象 に 含 む 結 果 で あ る 春 季 賃 上 げ 妥 結 状 況 に お け る 賃 金 上 昇 率 と 、 3 0
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人 未 満 の 小 規 模 な 企 業 の み を 対 象 と す る 賃 金 改 定 状 況 調 査 結 果 を み る と 、  企業規

模 に よ っ て 賃 金 上 昇 率 の 水 準 に は 開 き が 見 ら れ る 一 方 、  企 業 規 模 に 関 わ ら ず 昨 年

を 上 回 る 賃 金 引 上 げ の 状 況 が 見 ら れ る 。

ウ 通常の事業の賃金支払能力

通 常 の 事 業 の 賃 金 支 払 能 力 に つ い て は 、 個 々 の 企 業 の 賃 金 支 払 能 力 を 指 す も の

で は な い と 解 さ れ 、 こ れ ま で の 目 安 審 議 に お い て も 、 業 況 の 厳 し い 産 業 や 企 業 の

状 況 の み を 見 て 議 論 す る の で は な く 、 各 種 統 計 資 料 を 基 に 議 論 を 行 っ て き た 。

関 連 す る 指 標 を 見 る と 、 法 人 企 業 統 計 に お け る 企 業 利 益 の う ち 、 経 常 利 益 に つ

い て は 、 令 和 ４ 年 度 は 資 本 金 1 , 0 0 0 万 円 以 上 で 1 1 . 8 ％ 、 1 , 0 0 0 万 円 未 満 で 7 0 . 7 ％

の 増 加 と な っ て い る 。 ま た 、 売 上 高 経 常 利 益 率 に つ い て は 、 資 本 金 1 , 0 0 0 万 円 以

上 で は 、 四 半 期 ご と で 令 和 ５ 年 は ６ ～ ９ ％ 程 度 で 推 移 、 令 和 ６ 年 の 第 １ 四 半 期 は

7 . 1 ％ と な っ て お り 、 安 定 し て 改 善 の 傾 向 に あ る 。 ま た 、 労 働 分 配 率 に つ い て 、 令

和 ４ 年 度 は 資 本 金 1 , 0 0 0 万 円 以 上 で 6 5 . 0 ％ 、 資 本 金 1 , 0 0 0 万 円 未 満 で 8 4 . 6 ％ と

な っ て お り 、 企 業 の 規 模 が 小 さ い ほ ど 労 働 分 配 率 は 高 く な っ て い る も の の 、 資 本

金 1 , 0 0 0 万 円 未 満 に お い て 、 足 下 で は 令 和 ３ 年 度 か ら 6 . 4 ポ イ ン ト 低 下 し て い

る 。 加 え て 、 従 業 員 一 人 当 た り 付 加 価 値 額 に つ い て 、 令 和 ３ 年 度 は 、 資 本 金 1 , 0 0 0

万 円 未 満 規 模 の 製 造 業 ・ 非 製 造 業 と も に 前 年 度 比 マ イ ナ ス だ っ た も の が 、 令 和 ４

年 度 は 、 資 本 金 1 , 0 0 0 万 円 未 満 の 製 造 業 で 4 . 5 ％ 、 非 製 造 業 で 5 . 7 ％ と 改 善 し て

い る 。

一 方 で 日 銀 短 観 に お け る 売 上 高 経 常 利 益 率 の 大 企 業 と 中 小 企 業 と の 開 き に つ

い て は 、 令 和 ４ 年 度 で は 製 造 業 で 6 . 2 8 ポ イ ン ト の 差 、 非 製 造 業 で 3 . 8 2 ポ イ ン ト

の 差 だ っ た の に 対 し 、 令 和 ５ 年 度 で は 製 造 業 で 6 . 7 9 ポ イ ン ト の 差 、 非 製 造 業 で

4 . 6 1 ポ イ ン ト の 差 と な っ て お り 、 二 極 化 の 傾 向 に あ る 。

ま た 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が 賃 上 げ の 原 資 を 確 保 す る た め に も 一 層 重 要 性

が 増 し て い る 価 格 転 嫁 に つ い て は 、 中 小 企 業 庁 が 公 表 し た 令 和 ６ 年 ３ 月 の 価 格 交

渉 促 進 月 間 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 に よ る と 、 前 回 令 和 ５ 年 ９ 月 の 価 格 交 渉 促 進 月

間 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 と 比 べ て 、 受 注 企 業 の う ち コ ス ト 増 加 分 を 全 額 価 格 転 嫁

で き た 割 合 は 約 ３ ポ イ ン ト 増 加 （ 1 6 . 9 ％ → 1 9 . 6 ％ ） 、 一 部 で も 価 格 転 嫁 で き た 割

合 は 約 ４ ポ イ ン ト 増 加 （ 6 3 . 0 ％ → 6 7 . 2 ％ ） し 、 転 嫁 状 況 は 一 部 で は 好 転 す る 一 方 、

１ ～ ３ 割 し か 価 格 転 嫁 で き な か っ た 割 合 は 約 ４ ポ イ ン ト 増 加 （ 1 9 . 6 ％ → 2 3 . 4 ％ ）

し 、 ま た 、 全 く 転 嫁 で き ず 又 は 減 額 さ れ た 企 業 も 約 ２ 割 と な っ て お り 、 二 極 化 の

兆 し が あ る 。 労 務 費 に つ い て 見 る と 、 価 格 交 渉 が 行 わ れ た 企 業 （ 5 9 . 5 ％ ） の う ち 、

そ の 約 ７ 割 に お い て 労 務 費 の 価 格 交 渉 が 実 施 さ れ て い る 一 方 で 、 約 １ 割 （ 8 . 8 ％ ）

の 企 業 が 「 労 務 費 が 上 昇 し 、 価 格 交 渉 を 必 要 と 考 え た が で き な か っ た 」 と 回 答 し

て い る 。

さ ら に 、 倒 産 件 数 に つ い て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 流 行 下 で あ る 令 和 ２
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年 か ら 令 和 ４ 年 に か け て 、  資 金 繰 り 支 援 等 の 各 種 施 策 に よ り 、  倒産件数は低水準

で 推 移 し た も の の 、  直 近 の 令 和 ５ 年 に お い て は 感 染 拡 大 前 の 水 準 ま で 増 加 し

8, 6 9 0 件 と な っ て お り 、  ま た 、  令 和 ６ 年 １ ～ ６ 月 の 物 価 高  （ イ ン フ レ ）  倒産につ

い て は 、 4 8 4 件 （ 前 年 同 期 3 7 5 件 、 2 9 .  1 ％ 増 ） 発 生 し て お り 、 年 半 期 で 初 め て 4 5 0

件 を 超 え 、  過 去 最 多 を 大 幅 に 更 新 し て い る 。

なお、 賃 金 改 定 状 況 調 査 の 第 ４ 表 に お け る 賃 金 上 昇 率 は 、  企業において賃金支

払 能 力 等 も 勘 案 し て 賃 金 決 定 が な さ れ た 結 果 で あ る と 解 釈 で き る と こ ろ 、 春 季 賃

上 げ 妥 結 状 況 の 結 果 と 大 き な 差 が 生 じ て い る 要 因 は 、  それぞれの調査対象企業の

規 模 等 が 異 な る た め で あ る と 考 え ら れ 、  ま た 、  法 人 企 業 統 計 に お け る 従 業 員 一 人

当 た り 付 加 価 値 額 を み る と 、  一 般 に 資 本 金 規 模 が 小 さ い 企 業 ほ ど 労 働 生 産 性 は 低

い こ と か ら も 、 企 業 規 模 に よ り 、 賃 上 げ 原 資 の 程 度 が 異 な る こ と に 留 意 す る 必 要

が あ る 。

エ 各 ラ ン ク の 引 上 げ 額 の 目 安

最 低 賃 金 に つ い て 、 「 新 し い 資 本 主 義 の グ ラ ン ド デ ザ イ ン 及 び 実 行 計 画 2 0 2 4 改

訂 版 」 等 に お い て 、 「 今 年 は 、 昨 年 を 上 回 る 水 準 の 春 季 労 使 交 渉 の 結 果 を 含 み 、 労

働 者 の 生 計 費 、 事 業 者 の 賃 金 支 払 能 力 の ３ 要 件 も 踏 ま え て 、 最 低 賃 金 の 引 上 げ 額

に つ い て 、 公 労 使 三 者 構 成 の 最 低 賃 金 審 議 会 で し っ か り と 議 論 い た だ く 」 こ と 、

「 労 働 生 産 性 の 引 上 げ 努 力 等 を 通 じ 、 2 0 3 0 年 代 半 ば ま で に 1 , 5 0 0 円 と な る こ と

を 目 指 す 目 標 に つ い て 、 よ り 早 く 達 成 が で き る よ う 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の

自 動 化 ・ 省 力 化 投 資 や 、 事 業 承 継 、 Ｍ ＆ Ａ の 環 境 整 備 等 に つ い て 、 官 民 連 携 し て

努 力 す る 」 こ と と さ れ て い る こ と も 踏 ま え 、 公 労 使 で 真 摯 に 検 討 を 重 ね て き た 。

さ ら に 、 最 低 賃 金 の 審 議 に 当 た っ て は 、 全 体 の 平 均 値 の 賃 上 げ 率 と と も に 、 賃 上

げ に 取 り 組 め な い 、 あ る い は 労 務 費 等 の コ ス ト 増 を 十 分 に 価 格 転 嫁 で き て い な い

企 業 が 一 定 程 度 存 在 す る こ と も 十 分 に 考 慮 す べ き と い う 意 見 も 踏 ま え て 議 論 を

行 っ た 。

こ の 結 果 、 ア ～ ウ で 触 れ た よ う に 、 ① 労 働 者 の 生 計 費 に つ い て は 、 消 費 者 物 価

指 数 （ 持 家 の 帰 属 家 賃 を 除 く 総 合 ） は 、 昨 年 1 0 月 か ら 今 年 ６ 月 ま で で 平 均 3 . 2 ％

と な る な ど 、 昨 年 に 引 き 続 き 高 い 水 準 と な っ て い る こ と 、 ま た 、 生 活 必 需 品 を 含

む 「 頻 繁 に 購 入 」 す る 支 出 項 目 に 係 る 消 費 者 物 価 も 昨 年 1 0 月 か ら 今 年 ６ 月 ま で

で 平 均 5 . 4 ％ の 高 い 水 準 で あ る こ と を 考 慮 し 、 最 低 賃 金 に 近 い 賃 金 水 準 の 労 働 者

の 購 買 力 を 維 持 す る た め 、 最 低 賃 金 法 に 定 め る 労 働 者 の 生 活 の 安 定 を 図 る 趣 旨 か

ら も 、 こ の 水 準 を 勘 案 す る こ と が 、 今 年 度 は 適 当 と 考 え ら れ る 。

ま た 、 ② 賃 金 に つ い て 、 春 季 賃 上 げ 妥 結 状 況 に お け る 賃 金 引 上 げ 結 果 に 関 し て

全 体 で ５ ％ 台 と 昨 年 を 上 回 る 3 3 年 ぶ り の 高 い 水 準 と な っ て い る こ と や 、 中 小 企

業 に つ い て は ３ ％ 後 半 か ら ４ ％ 台 、 有 期 ・ 短 時 間 ・ 契 約 等 労 働 者 の 賃 上 げ 額 に つ

い て は ５ ％ 台 後 半 の 引 上 げ で い ず れ も 昨 年 を 上 回 る 水 準 と な っ て い る こ と に 加
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え、 賃 金 改 定 状 況 調 査 結 果 第 ４ 表 ① ② に お け る 今 年 の 賃 金 上 昇 率 が 2 .  3％で昨年

を 上 回 り 平 成 1 4 年 以 降 最 大 の も の と な っ て い る 。

③通常の事業の賃金支払能力については、 売上高経常利益や従業員一人当た り

付加価値額が高い水準で推移する な ど、 景気や企業の利益において改善の傾向に

あ る 。  し か し 、 売 上 高 経 常 利 益 率 の 大 企 業 と 中 小 企 業 の 差 が 広 が っ て い る こ と や 、

価 格 転 嫁 率 が 示 す よ う に 賃 上 げ 原 資 を 確 保 す る こ と が 難 し い 企 業 も 多 く 存 在 し 、

二 極 化 の 傾 向 に あ る と 考 え ら れ る 。  ま た 、  第 ４ 表 と 春 季 賃 上 げ 妥 結 状 況 の 差 か ら

も、 小 規 模 事 業 者 は 賃 金 支 払 能 力 が 相 対 的 に 低 い 可 能 性 が あ る 。  そ う  し た 中 で 、

最低賃金は、 企 業 の 経 営 状 況 に か か わ ら ず 、  労 働 者 を 雇 用 す る 全 て の 企 業 に 適 用

され、 そ れ を 下 回 る 場 合 に は 罰 則 の 対 象 と な る こ と も 考 慮 す れ ば 、  引上げ率の水

準 に は 一 定 の 限 界 が あ る と 考 え ら れ る 。

こ れ ら を 総 合 的 に 勘 案 し 、  特に今年度は、 消 費 者 物 価 の 上 昇 が 続 い て い る こ と

か ら 労 働 者 の 生 計 費 を 重 視 し た 。  ま た 、 賃 上 げ の 流 れ の 維 持 ・ 拡 大 を 図 り 、 非 正

規 雇 用 労 働 者 や 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 に も 波 及 さ せ る こ と や 、  最 低 賃 金 法 第 １

条 に 規 定 す る と お り 、 最 低 賃 金 制 度 の 目 的 は 、 賃 金 の 低 廉 な 労 働 者 に つ い て 賃 金

の 最 低 額 を 保 障 し 、  そ の 労 働 条 件 の 改 善 を 図 り  、 国民経済の健全な発展に寄与す

る も の で あ る こ と に も 留 意 す る と 、 今 年 度 の 各 ラ ン ク の 引 上 げ 額 の 目 安 （ 以 下 「 目

安額」 と い う 。 ） を 検 討 す る に 当 た っ て は 5 .  0 ％ （ 5 0 円 ） を 基 準 と し て 検 討 す る

こ と が 適 当 で あ る と 考 え ら れ る 。

各 ラ ン ク の 目 安 額 に つ い て は 、  「 新 し い 資 本 主 義 の グ ラ ン ド デ ザ イ ン 及 び 実 行

計 画 2 0 2 4 改 訂 版 」 等 に お い て 、  「 今 後 と も 、 地 域 別 最 低 賃 金 の 最 高 額 に 対 す る 最

低 額 の 比 率 を 引 き 上 げ る 等 、 地 域 間 格 差 の 是 正 を 図 る 」  と さ れ て い る こ と も 踏 ま

え、 地 域 間 格 差 へ の 配 慮 の 観 点 か ら 少 な く  と も 地 域 別 最 低 賃 金 の 最 高 額 に 対 す る

最 低 額 の 比 率 を 引 き 続 き 上 昇 さ せ て い く  こ と が 必 要 で あ る 。

その上で、 賃 金 改 定 状 況 調 査 結 果 第 ４ 表 ① ② ③ に お け る 賃 金 上 昇 率 は Ｃ ラ ン ク 、

Ｂ ラ ン ク 、 Ａ ラ ン ク の 順 に 高 く な っ て い る 。  さ ら に 、 消 費 者 物 価 の 上 昇 率 は 、  Ｃ

ラ ン ク が や や 高 め に 推 移 し て い る 。  雇 用 情 勢 と し て は 、  Ｂ ・ Ｃ ラ ン ク で 相 対 的 に

良 い 状 況 で あ る 。  各 ラ ン ク の 目 安 額 に つ い て 、  下 位 ラ ン ク の 目 安 額 が 上 位 ラ ン ク

を 上 回 る こ と は 理 論 上 あ り 得 る が 、  各 ラ ン ク の 引 上 げ 額 が 同 額 で あ っ た 場 合 で も 、

地 域 別 最 低 賃 金 額 が 相 対 的 に 低 い 地 域 の 引 上 げ 率 が よ り 高 く な る こ と 、  ま た 、  引

上 げ 額 が 増 す ほ ど 引 上 げ 率 が よ り 高 く な る こ と に つ い て 留 意 す る 必 要 が あ る 。

こ れ ら の こ と を 考 慮 す れ ば 、 Ａ ラ ン ク 5 0 円 （ 4 .  6 ％ ） 、 Ｂ ラ ン ク 5 0 円 （ 5 .  2％）、

Ｃ ラ ン ク 5 0 円  （5. 6％） と す る こ と が 適 当 で あ る と 考 え ら れ る 。  こ の 結 果 、 仮 に

目 安 ど お り に 各 都 道 府 県 で 引 上 げ が 行 わ れ た 場 合 は 、  最 高 額 に 対 す る 最 低 額 の 比

率 は 8 0 .  2 ％ か ら 8 1 .  1 ％ と な り 、  地 域 間 格 差 は 比 率 の 面 で 縮 小 す る こ と と な る 。

た だ し 、  地 域 間 の 金 額 の 差 に つ い て も 引 き 続 き 注 視 す る 必 要 が あ る 。
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オ 政 府 に 対 す る 要 望

目 安 額 の 検 討 に 当 た っ て は 、 最 低 賃 金 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の ３ 要 素 を 総 合 的 に 勘 案

す る こ と を 原 則 と し 、 今 年 度 は 、 特 に 消 費 者 物 価 の 上 昇 が 続 い て い る こ と を 重 視

す る と と も に 、 春 季 労 使 交 渉 を 始 め と す る 賃 金 上 昇 率 が 昨 年 を 上 回 る 水 準 と な っ

て い る こ と 、 売 上 高 経 常 利 益 率 等 の 賃 金 支 払 能 力 に 関 す る 項 目 が 改 善 傾 向 に あ る

こ と な ど か ら 、 目 安 額 を 決 め た 。

一 方 で 、 労 務 費 を 含 む 価 格 転 嫁 の 状 況 が 二 極 化 の 傾 向 に あ る こ と や 、 倒 産 件 数 、

特 に 物 価 高 倒 産 が 足 下 で 増 加 し て い る と い っ た 企 業 経 営 を 取 り 巻 く 環 境 を 踏 ま

え れ ば 、 一 部 の 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の 賃 金 支 払 能 力 の 点 で 厳 し い も の で あ る

と 言 わ ざ る を 得 な い 。 ま た 、 都 市 部 以 外 の 地 域 に お い て は 小 規 模 事 業 者 が そ の 地

域 の 生 活 を 維 持 し て い く た め の セ ー フ テ ィ ネ ッ ト と し て の 役 割 を 果 た し て い る

と こ ろ も あ り 、 従 業 員 の 処 遇 改 善 と 企 業 の 持 続 的 発 展 と の 両 立 を 図 る 観 点 へ の 配

慮 も 必 要 で あ る 。

中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が 継 続 的 に 賃 上 げ で き る 環 境 整 備 の 必 要 性 に つ い て は

労 使 共 通 の 認 識 で あ り 、 政 府 の 掲 げ る 「 成 長 と 分 配 の 好 循 環 」 と 「 賃 金 と 物 価 の

好 循 環 」 を 実 現 す る た め に も 、 特 に 地 方 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 に 配 意 し つ つ 、

生 産 性 向 上 を 図 る と と も に 、 官 公 需 に お け る 対 応 や 、 価 格 転 嫁 対 策 を 徹 底 し 、 賃

上 げ の 原 資 の 確 保 に つ な げ る 取 組 を 継 続 的 に 実 施 す る よ う 政 府 に 対 し 強 く 要 望

す る 。

生 産 性 向 上 の 支 援 に つ い て は 、 可 能 な 限 り 多 く の 企 業 が 各 種 の 助 成 金 等 を 受 給

し 、 賃 上 げ を 実 現 で き る よ う に 、 政 府 の 掲 げ る 生 産 性 向 上 等 へ の 支 援 や 経 営 支 援

の 一 層 の 強 化 を 求 め る 。 特 に 、 事 業 場 内 で 最 も 低 い 時 間 給 を 一 定 以 上 引 き 上 げ 、

生 産 性 向 上 に 取 り 組 ん だ 場 合 に 支 給 さ れ る 業 務 改 善 助 成 金 に つ い て は 、 最 低 賃 金

引 上 げ の 影 響 を 強 く 受 け る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が し っ か り と 活 用 で き る よ う

充 実 す る と と も に 、 具 体 的 事 例 も 活 用 し た 周 知 等 の 徹 底 を 要 望 す る 。 加 え て 、 非

正 規 雇 用 労 働 者 の 処 遇 改 善 等 を 支 援 す る キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 、 働 き 方 改 革 推 進

支 援 助 成 金 、 人 材 確 保 等 支 援 助 成 金 等 に つ い て 、 「 賃 上 げ 」 を 支 援 す る 観 点 か ら 、

賃 上 げ 加 算 等 の 充 実 を 強 く 要 望 す る 。

さ ら に 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の 賃 上 げ の 実 現 に 向 け て 、 労 働 生 産 性 を 引 き

上 げ る た め 、 設 備 投 資 の 促 進 に 資 す る 税 制 や 、 省 力 化 投 資 の 補 助 金 等 に よ る 支 援

の 強 化 を 要 望 す る 。 加 え て 、 創 業 ・ 事 業 承 継 や Ｍ ＆ Ａ の 環 境 整 備 の 一 層 の 強 化 に

取 り 組 む こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 成 長 市 場 に 進 出 し よ う と す る 者 の 事 業 再 構 築 、

新 製 品 開 発 や 新 市 場 の 開 拓 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン 創 出 、 Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ の 取 組 を 促 進 す る

こ と を 要 望 す る 。 さ ら に 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が こ れ ら の 施 策 を 一 層 活 用 で

き る よ う 、 周 知 等 を 徹 底 す る と と も に 運 用 改 善 を 要 望 す る 。

価 格 転 嫁 対 策 に つ い て は 、 新 た な 商 慣 習 と し て 、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 で 適 切

な 価 格 転 嫁 を 定 着 さ せ る 「 構 造 的 な 価 格 転 嫁 」 を 実 現 す る た め 、 独 占 禁 止 法 の 執

6



行強化、 下 請 Ｇ メ ン 等 を 活 用 し つ つ 事 業 所 管 省 庁 と 連 携 し た 下 請 法 の 執 行 強 化 、

下 請 法 改 正 の 検 討 等 を 行 う と と も に 、  「 労 務 費 の 適 切 な 転 嫁 の た め の 価 格 交 渉 に

関する指針」 の 周 知 徹 底 を 要 望 す る 。  ま た 、  価格転嫁円滑化の取組についての実

態調査が行われ、 転 嫁 率 が 低 い 等 の 課 題 が あ る 業 界 に つ い て は 、  自主行動計画の

策定や改定、 改 善 策 の 検 討 を 求 め る こ と を 要 望 す る 。  指 針 別 添 の 交 渉 用 フ ォ ー マ

ッ ト に つ い て は 、 業 種 の 特 性 に 応 じ た 展 開 ・ 活 用 を 促 す こ と を 要 望 す る 。  さ ら に

は、 パ ー ト ナ ー シ ッ プ 構 築 宣 言 の 更 な る 拡 大 と 実 効 性 向 上 に 取 り 組 む と と も に 、

中小企業等協同組合法に基づく 団 体 協 約 の 更 な る 活 用 の 推 進 に 向 け 、  活用実態の

調 査 や 組 合 へ の 制 度 周 知 に 取 り 組 む こ と を 要 望 す る 。  さ ら に 、  Ｂ t o Ｃ 事 業 で は 相

対 的 に 価 格 転 嫁 率 が 低 い と い っ た 課 題 が あ る た め 、  消 費 者 に 対 し て 転 嫁 に 理 解 を

求 め て い く よ う 要 望 す る 。

ま た 、 い わ ゆ る 「 年 収 の 壁 」 を 意 識 せ ず 働 く こ と が で き る よ う 、 「 年 収 の 壁 ・ 支

援 強 化 パ ッ ケ ー ジ 」  の 活 用 を 促 進 す る ほ か 、  被 用 者 保 険 の 適 用 拡 大 等 の 見 直 し に

取 り 組 む こ と を 要 望 す る 。

カ 地方最低賃金審議会への期待等

目 安 は 、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 が 審 議 を 進 め る に 当 た っ て 、 全 国 的 な バ ラ ン ス を

配 慮 す る と い う 観 点 か ら 参 考 に さ れ る べ き も の で あ り 、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の 審

議 決 定 を 拘 束 す る も の で は な い 。 こ う し た 前 提 の 下 、 目 安 小 委 員 会 の 公 益 委 員 と

し て は 、 目 安 を 十 分 に 参 酌 し な が ら 、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に お い て 、 地 域 別 最 低

賃 金 の 審 議 に 際 し 、 地 域 の 経 済 ・ 雇 用 の 実 態 を デ ー タ に 基 づ い て 見 極 め つ つ 、 自

主 性 を 発 揮 す る こ と を 期 待 す る 。 そ の 際 、 今 年 度 の 目 安 額 は 、 最 低 賃 金 が 消 費 者

物 価 を 一 定 程 度 上 回 る 水 準 で あ る 必 要 が あ る こ と や 、 賃 金 上 昇 率 が 増 加 傾 向 に あ

る こ と 、 地 域 間 格 差 の 是 正 を 引 き 続 き 図 る こ と 等 を 特 に 考 慮 し て 検 討 さ れ た も の

で あ る こ と に も 配 意 い た だ き た い と 考 え る 。 ま た 、 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 が 地 方 最

低 賃 金 審 議 会 の 審 議 の 結 果 を 重 大 な 関 心 を も っ て 見 守 る こ と を 要 望 す る 。

な お 、 公 益 委 員 見 解 を 取 り ま と め る に 当 た っ て 参 照 し た 主 な デ ー タ は 別 添 の と

お り で あ る 。

（ ２ ）  生 活 保 護 水 準 と 最 低 賃 金 と の 比 較 で は 、  昨 年 度 に 引 き 続 き 乖 離 が 生 じ て い な い

こ と が 確 認 さ れ た 。

なお、 来 年 度 以 降 の 目 安 審 議 に お い て も 、  最 低 賃 金 法 第 ９ 条 第 ３ 項 に 基 づ き 、  引

き 続 き 、  そ の 時 点 に お け る 最 新 の デ ー タ に 基 づ い て 生 活 保 護 水 準 と 最 低 賃 金 と の 比

較を行い、 乖 離 が 生 じ て い な い か 確 認 す る こ と が 適 当 と 考 え る 。

（ ３ ）  最 低 賃 金 引 上 げ の 影 響 に つ い て は 、 令 和 ５ 年 全 員 協 議 会 報 告 の ３  （ １ ）  に基づ

き、 引 き 続 き 、 影 響 率 や 雇 用 者 数 等 を 注 視 し つ つ 、  慎 重 に 検 討 し て い く こ と が 必 要
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で あ る 。
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別紙２

中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告

令 和 ６ 年 ７ 月 2 4 日

１ は じ め に

令 和 ６ 年 度 の 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 目 安 に つ い て は 、 累 次 に わ た り 会 議 を 開 催

し 、 目 安 額 の 根 拠 等 に つ い て そ れ ぞ れ 真 摯 な 議 論 が 展 開 さ れ る な ど 、 十 分 審 議 を 尽

く し た と こ ろ で あ る 。

２ 労働者側見解

労 働 者 側 委 員 は 、 今 年 の 春 季 生 活 闘 争 は 、 デ フ レ マ イ ン ド を 払 拭 し 、 経 済 社 会 の

ス テ ー ジ 転 換 を は か る 正 念 場 と の 認 識 で 取 り 組 み 、 3 3 年 ぶ り の ５ ％ 台 の 賃 上 げ 結

果 と な っ た こ と を 述 べ 、 一 方 で 、 労 働 組 合 の な い 職 場 で 働 く 労 働 者 も 多 く 、 最 低 賃

金 の 大 幅 な 引 上 げ を 通 じ 、 今 年 の 歴 史 的 な 賃 上 げ の 流 れ を 社 会 全 体 に 広 げ て い く こ

と が 必 要 で あ る と 主 張 し 、 最 低 賃 金 法 第 １ 条 に あ る 法 の 目 的 を 踏 ま え て 議 論 を 尽 く

し た い と 述 べ た 。

加 え て 、 産 業 別 組 織 に お け る 賃 上 げ や 、 中 小 企 業 で の 初 任 給 引 上 げ の 動 向 を 見 る

に 、 大 企 業 と 比 較 し て 中 小 企 業 経 営 は 人 に 頼 る 部 分 が 大 き く 、 ま さ に 経 営 は 生 き 残

り を か け て 、 人 材 確 保 に 向 け た 「 人 へ の 投 資 」 を 決 断 し て い る と 指 摘 し た 。

ま た 、 最 低 賃 金 は 生 存 権 を 確 保 し た 上 で 労 働 の 対 価 と し て ふ さ わ し い ナ シ ョ ナ ル

ミ ニ マ ム 水 準 へ 引 き 上 げ な け れ ば な ら ず 、 ま ず は ２ 年 程 度 で 全 都 道 府 県 に お い て

1 , 0 0 0 円 以 上 、 そ の 上 で 中 期 的 に は 一 般 労 働 者 の 賃 金 中 央 値 の ６ 割 と い う 水 準 を 目

指 し 、 本 年 の 審 議 で は 昨 年 以 上 の 大 幅 な 改 定 に 向 け た 目 安 を 提 示 す べ き で あ る と 主

張 し た 。

加 え て 、 現 在 の 最 低 賃 金 は 絶 対 額 と し て 最 低 生 計 費 を 賄 え て い な い と 指 摘 し 、 昨

年 の 改 定 以 降 の 消 費 者 物 価 指 数 は ３ ％ 前 後 の 高 水 準 で 推 移 し て お り 、 さ ら に 年 間 購

入 頻 度 階 級 別 指 数 で 見 た 「 頻 繁 に 購 入 」 す る 品 目 に つ い て も 、 令 和 ５ 年 1 0 月 か ら

令 和 ６ 年 ６ 月 ま で の 期 間 で 見 た 場 合 は 平 均 5 . 4 ％ と 、 最 低 賃 金 近 傍 の 労 働 者 の 暮 ら

し は 極 め て 苦 し い と 主 張 し た 。

さ ら に 、 地 域 間 額 差 は 地 方 部 か ら 都 市 部 へ 労 働 力 を 流 出 さ せ 、 地 方 の 中 小 企 業 ・

小 規 模 事 業 者 の 事 業 継 続 ・ 発 展 の 厳 し さ に 拍 車 を か け る 一 因 と な る と 指 摘 し 、 昨 年

の Ｃ ラ ン ク の 引 上 げ 実 績 を 踏 ま え て 今 年 の 目 安 額 を 検 討 す べ き と 主 張 し た 。 ラ ン ク

別 に み た ３ 要 素 の デ ー タ に 基 づ け ば 、 下 位 ラ ン ク の 目 安 額 が 上 位 ラ ン ク を 上 回 る こ

と が 適 当 で あ る と 主 張 し た 。

ま た 、 有 効 求 人 倍 率 等 の 雇 用 情 勢 の 現 状 に 鑑 み れ ば 特 に 地 方 に お け る 労 働 需 給 が

ひ っ 迫 し て い る 状 況 や 、 現 行 の 各 地 域 の 最 低 賃 金 で 採 用 す る の は 既 に 困 難 で あ る 現

状 は 明 白 で あ る と 指 摘 し 、 最 低 賃 金 の 引 上 げ は 妥 当 で あ る と 主 張 し た 。
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さ ら に 、 こ こ 数 年 の 最 低 賃 金 の 引 上 げ 幅 は か つ て な い 上 げ 幅 で あ る が 、 倒 産 件 数

と の 相 関 は 見 出 し に く い 状 況 で あ り 、 最 低 賃 金 の 引 上 げ に よ っ て 企 業 の 倒 産 が 増 え

る 、 と 言 え る 客 観 的 な デ ー タ は 存 在 し な く 、 最 低 賃 金 の 引 上 げ と 雇 用 維 持 と は 相 反

し な い と 指 摘 し 、 む し ろ 人 口 流 出 や 人 手 不 足 が 顕 著 な 地 域 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業

者 に お い て 、 人 材 確 保 ・ 定 着 の 観 点 か ら も 最 低 賃 金 を 含 む 賃 上 げ は 急 務 で あ る と 主

張 し た 。

ま た 、 企 業 の 経 常 利 益 は 堅 調 に 推 移 し て お り 、 賃 金 支 払 能 力 に つ い て は 総 じ て 問

題 な い と 認 識 し て い る と 述 べ た 。 一 方 で 、 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 へ も 賃 上 げ を 広

げ る た め に は 、 賃 上 げ の た め の 環 境 整 備 や よ り 広 範 な 支 払 能 力 の 改 善 ・ 底 上 げ が 重

要 で あ り 、 政 府 は 「 労 務 費 の 適 切 な 転 嫁 の た め の 価 格 交 渉 に 関 す る 指 針 」 の 実 効 性

の さ ら な る 向 上 や パ ー ト ナ ー シ ッ プ 構 築 宣 言 の 普 及 ・ 促 進 等 を 早 急 か つ 徹 底 的 に 進

め る こ と や 政 府 の 各 種 支 援 策 の 利 活 用 状 況 や 効 果 の 検 証 を 踏 ま え た 一 層 の 制 度 拡

充 と 利 活 用 の 推 進 を 求 め た い と 述 べ た 。

加 え て 、 社 会 の 賃 上 げ の 流 れ を 速 や か に 波 及 さ せ る と い う 観 点 で は 、 1 0 月 1 日 発

効 を 中 心 に 、 よ り 早 期 の 発 効 も 念 頭 に 議 論 を 進 め る べ き と 主 張 し た 。

以 上 を 踏 ま え 、 本 年 度 は 「 誰 も が 時 給 1 , 0 0 0  円 」 へ の 到 達 に 向 け て こ れ ま で 以 上

に 前 進 す る 目 安 が 必 要 で あ り 、 あ わ せ て 、 地 域 間 額 差 の 是 正 に つ な が る 目 安 を 示 す

べ き で あ る と 主 張 し た 。

労 働 者 側 委 員 と し て は 、 上 記 主 張 が 十 分 に 反 映 さ れ ず に 取 り ま と め ら れ た 下 記 １

の 公 益 委 員 見 解 に つ い て は 、 不 満 の 意 を 表 明 し た 。

３ 使用者側見解

使 用 者 側 委 員 は 、 成 長 と 分 配 の 好 循 環 実 現 に 向 け て 賃 上 げ は 極 め て 重 要 で あ る が 、

全 て の 企 業 に 例 外 な く か つ 罰 則 付 き で 適 用 さ れ る 最 低 賃 金 の 引 上 げ は 、 各 企 業 の 経

営 判 断 に よ る 賃 金 引 上 げ と は 意 味 合 い が 異 な る と 主 張 し た 。

ま た 、 目 安 審 議 に 当 た っ て は デ ー タ に 基 づ く 納 得 感 あ る 審 議 決 定 を 引 き 続 き 徹 底

し 、 目 安 額 の 根 拠 と な る デ ー タ を で き る だ け 明 確 に 示 す 等 、 納 得 性 を 高 め 、 地 方 で

の 建 設 的 な 審 議 に 波 及 さ せ る こ と が 極 め て 重 要 で あ り 、 「 1 0 月 上 旬 」 の 発 効 に 間 に

合 わ せ る た め に 目 安 審 議 の リ ミ ッ ト を 切 る こ と な く 、 少 な く と も 例 年 同 様 、 公 益 委

員 見 解 を 各 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 へ 提 示 す る 場 合 に は 労 使 双 方 や む な し と の 結 論 に

至 る よ う 審 議 を 尽 く す べ き で あ る と 主 張 し た 。

加 え て 、 今 年 度 の 目 安 審 議 に 当 た っ て 、 最 低 賃 金 決 定 の ３ 要 素 の 状 況 を 総 合 的 に

示 す 「 賃 金 改 定 状 況 調 査 」 の 結 果 、 と り わ け 「 第 ４ 表 」 の 賃 金 上 昇 率 を 重 視 す る と

の 基 本 的 な 考 え は 変 わ ら な い と 述 べ た 。

さ ら に 、 生 計 費 に つ い て は 、 消 費 者 物 価 指 数 は 引 き 続 き 高 い 水 準 に あ り 、 最 低 賃

金 近 傍 で 働 く 人 の 可 処 分 所 得 に 対 す る 物 価 の 影 響 を 十 分 考 慮 す べ き で あ り 、 賃 金 に

つ い て は 、 賃 上 げ の 動 き は 着 実 に 広 が っ て お り 、 企 業 の 賃 金 支 払 能 力 に つ い て は 、
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業 況 判 断 Ｄ Ｉ で 大 き な 改 善 は 見 ら れ ず 、 原 材 料 ・ 商 品 仕 入 単 価 Ｄ Ｉ は 依 然 高 い 水 準

に あ る と 述 べ た 。

こ う  し た ３ 要 素 の 状 況 や 賃 金 改 定 状 況 調 査 の 結 果 等 か ら 、  今年度の最低賃金を一

定 程 度 引 き 上 げ る こ と の 必 要 性 は 十 分 理 解 し て い る も の の 、 賃 上 げ の 対 応 は 二 極 化

の 傾 向 が 見 ら れ 、  さ ら に 業 績 改 善 が な い 中 で 賃 上 げ を 実 施 す る 企 業 は ６ 割 に な っ て

い る と 指 摘 し た 。

加 え て 、  中 小 企 業 を 圧 迫 す る コ ス ト は 増 加 す る 一 方 で 、  小 規 模 な 企 業 ほ ど 価 格 転

嫁 が で き ず 、  賃 上 げ 原 資 の 確 保 が 困 難 な 状 況 で あ り 、  ま た 、  企 業 規 模 や 地 域 に よ る

格 差 は 拡 大 し て お り 、  最 低 賃 金 を は じ め と す る コ ス ト 増 に 耐 え か ね た 、  地方の企業

の 廃 業 ・ 倒 産 が 増 加 す る 懸 念 が あ る と 述 べ た 。  さ ら に 、 最 低 賃 金 引 上 げ の 影 響 率 は

2 1 . 6％に達し、 現 在 の 最 低 賃 金 額 を 負 担 と 感 じ る 企 業 も 増 加 し て い る と 述 べ た 。

ま た 、  最 低 賃 金 の 審 議 に 当 た っ て は 、  全 体 の 平 均 値 の 賃 上 げ 率 と と も に 、  賃上げ

に 取 り 組 め な い ・ 労 務 費 等 の コ ス  ト 増 を 十 分 に 価 格 転 嫁 で き て い な い 企 業 が 相 当 数

存 在 す る こ と も 十 分 に 考 慮 す べ き で あ り 、 価 格 転 嫁 や 生 産 性 向 上 の 過 渡 期 に あ る 中

で、 「通常の事業の賃金支払能力」 を 超 え た 過 度 の 引 上 げ 負 担 を 負 わ せ な い 配 慮 が

必 要 で あ る と 主 張 し た 。 加 え て 、 地 域 の 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 は 、 地 域 住 民 の 生

活 と 雇 用 を 支 え る セ ー フ テ ィ ネ ッ  ト で も あ り 、  従 業 員 の 処 遇 改 善 と 企 業 の 持 続 的 発

展 と の 両 立 を 図 る 必 要 が あ る と 主 張 し た 。

こ の た め 、  中小企業の賃金支払能力を高め、 最 低 賃 金 は じ め 賃 金 引 上 げ が 継 続 的

に 実 施 で き る 環 境 整 備 を 一 層 進 め る 必 要 が あ り 、  団体協約の仕組みや活用事例の周

知 や 後 押 し 、  「 労 務 費 の 適 切 な 転 嫁 の た め の 価 格 交 渉 に 関 す る 指 針 」  の浸透度の実

態 調 査 に よ る 検 証 、  下請法の遵守強化等、 具 体 的 な 施 策 を さ ら に 進 め て い く こ と が

必 要 で あ る と 主 張 し た 。

使 用 者 側 委 員 と し て は 、 上 記 主 張 が 十 分 に 反 映 さ れ ず に 取 り ま と め ら れ た 下 記 １

の公益委員見解については、 不 満 の 意 を 表 明  した。

４ 意見の不一致

本 小 委 員 会 （ 以 下 「 目 安 小 委 員 会 」 と い う 。 ） と し て は 、 こ れ ら の 意 見 を 踏 ま え 目

安 を 取 り ま と め る べ く 努 め た と こ ろ で あ る が 、 労 使 の 意 見 が 一 致 せ ず 、 目 安 を 定 め

る に 至 ら な か っ た 。

５ 公益委員見解及びその取扱い

公 益 委 員 と し て は 、 今 年 度 の 目 安 審 議 に つ い て は 、 令 和 ５ 年 全 員 協 議 会 報 告 の １

（ ２ ） で 「 最 低 賃 金 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の ３ 要 素 の デ ー タ に 基 づ き 労 使 で 丁 寧 に 議 論 を

積 み 重 ね て 目 安 を 導 く こ と が 非 常 に 重 要 で あ り 、 今 後 の 目 安 審 議 に お い て も 徹 底 す

べ き で あ る 」 と 合 意 さ れ た こ と を 踏 ま え 、 加 え て 、 「 新 し い 資 本 主 義 の グ ラ ン ド デ ザ

イ ン 及 び 実 行 計 画 2 0 2 4 改 訂 版 」 及 び 「 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 2 0 2 4 」 に 配
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意 し つ つ 、 各 種 指 標 を 総 合 的 に 勘 案 し 、  下 記 １ の と お り 公 益 委 員 の 見 解 を 取 り ま と

め た も の で あ る 。

目 安 小 委 員 会 と  しては、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に お け る 円 滑 な 審 議 に 資 す る た め 、

こ れ を 公 益 委 員 見 解 と し て 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に 示 す よ う 総 会 に 報 告 す る こ と と

した。

ま た 、  地方最低賃金審議会の自主性発揮及び審議の際の留意点に関し、 下 記 ２ の

と お り 示 し 、  併 せ て 総 会 に 報 告 す る こ と と し た 。

さ ら に 、  中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が 継 続 的 に 賃 上 げ で き る 環 境 整 備 の 必 要 性 に つ

い て は 労 使 共 通 の 認 識 で あ り 、 政 府 の 掲 げ る 「 成 長 と 分 配 の 好 循 環 」 と 「 賃 金 と 物

価の好循環」 を 実 現 す る た め に も 、 特 に 地 方 、  中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 に 配 意 し つ

つ、 生 産 性 向 上 を 図 る と と も に 、  官 公 需 に お け る 対 応 や 、 価 格 転 嫁 対 策 を 徹 底 し 、

賃 上 げ の 原 資 の 確 保 に つ な げ る 取 組 を 継 続 的 に 実 施 す る よ  う 政 府 に 対 し 強 く 要 望

す る 。

生産性向上の支援については、 可 能 な 限 り 多 く の 企 業 が 各 種 の 助 成 金 等 を 受 給 し 、

賃 上 げ を 実 現 で き る よ  う に、 政府の掲げる生産性向上等への支援や経営支援の一層

の 強 化 を 求 め る 。  特に、 事 業 場 内 で 最 も 低 い 時 間 給 を 一 定 以 上 引 き 上 げ 、  生産性向

上 に 取 り 組 ん だ 場 合 に 支 給 さ れ る 業 務 改 善 助 成 金 に つ い て は 、  最低賃金引上げの影

響 を 強 く 受 け る 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が し っ か り と 活 用 で き る よ う 充 実 す る と と

もに、 具 体 的 事 例 も 活 用 し た 周 知 等 の 徹 底 を 要 望 す る 。  加 え て 、  非正規雇用労働者

の 処 遇 改 善 等 を 支 援 す る キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金 、  働き方改革推進支援助成金、 人材

確保等支援助成金等について、 「賃上げ」 を 支 援 す る 観 点 か ら 、  賃上げ加算等の充実

を 強 く 要 望 す る 。

さ ら に 、  中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 の 賃 上 げ の 実 現 に 向 け て 、  労 働 生 産 性 を 引 き 上

げ る た め 、  設備投資の促進に資する税制や、 省 力 化 投 資 の 補 助 金 等 に よ る 支 援 の 強

化 を 要 望 す る 。  加 え て 、  創 業 ・ 事 業 承 継 や Ｍ ＆ Ａ の 環 境 整 備 の 一 層 の 強 化 に 取 り 組

む こ と が 必 要 で あ る 。  ま た 、 成 長 市 場 に 進 出 し よ う と す る 者 の 事 業 再 構 築 、 新 製 品

開 発 や 新 市 場 の 開 拓 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン 創 出 、  Ｄ Ｘ ・ Ｇ Ｘ の 取 組 を 促 進 す る こ と を 要

望 す る 。  さ ら に 、  中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 が こ れ ら の 施 策 を 一 層 活 用 で き る よ う 、

周 知 等 を 徹 底 す る と と も に 運 用 改 善 を 要 望 す る 。

価格転嫁対策については、 新 た な 商 慣 習 と  して、 サ プ ラ イ チ ェ ー ン 全 体 で 適 切 な

価 格 転 嫁 を 定 着 さ せ る  「構造的な価格転嫁」 を 実 現 す る た め 、  独占禁止法の執行強

化、 下 請 Ｇ メ ン 等 を 活 用 し つ つ 事 業 所 管 省 庁 と 連 携 し た 下 請 法 の 執 行 強 化 、  下請法

改 正 の 検 討 等 を 行 う と と も に 、  「 労 務 費 の 適 切 な 転 嫁 の た め の 価 格 交 渉 に 関 す る 指

針」 の 周 知 徹 底 を 要 望 す る 。  ま た 、  価格転嫁円滑化の取組についての実態調査が行

われ、 転 嫁 率 が 低 い 等 の 課 題 が あ る 業 界 に つ い て は 、  自主行動計画の策定や改定、

改 善 策 の 検 討 を 求 め る こ と を 要 望 す る 。 指 針 別 添 の 交 渉 用 フ ォ ー マ ッ ト に つ い て は 、

業 種 の 特 性 に 応 じ た 展 開 ・ 活 用 を 促 す こ と を 要 望 す る 。  さ ら に は 、 パ ー ト ナ ー シ ッ

4



プ 構 築 宣 言 の 更 な る 拡 大 と 実 効 性 向 上 に 取 り 組 む と と も に 、  中小企業等協同組合法

に 基 づ く  団 体 協 約 の 更 な る 活 用 の 推 進 に 向 け 、  活用実態の調査や組合への制度周知

に 取 り 組 む こ と を 要 望 す る 。  さ ら に 、  Ｂ t o Ｃ 事 業 で は 相 対 的 に 価 格 転 嫁 率 が 低 い と

い っ た 課 題 が あ る た め 、  消 費 者 に 対 し て 転 嫁 に 理 解 を 求 め て い く  よ う 要 望 す る 。

ま た 、 い わ ゆ る  「年収の壁」 を 意 識 せ ず 働 く こ と が で き る よ う 、  「 年 収 の 壁 ・ 支 援

強 化 パ ッ ケ ー ジ 」  の 活 用 を 促 進 す る ほ か 、  被 用 者 保 険 の 適 用 拡 大 等 の 見 直 し に 取 り

組 む こ  と を 要 望 す る 。  加 え て 、  行 政 機 関 が 民 間 企 業 に 業 務 委 託 を 行 っ て い る 場 合 に 、

年 度 途 中 の 最 低 賃 金 額 改 定 に よ っ て 当 該 業 務 委 託 先 に お け る 最 低 賃 金 の 履 行 確 保

に 支 障 が 生 じ る こ と が な い よ う 、  発 注 時 に お け る 特 段 の 配 慮 を 要 望 す る 。

記

（ 以 下 、 別 紙 １ と 同 じ ）
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参 考 １

最 低 賃 金 制 度 と 地 域 別 最 低 賃 金 額 の 改 定 に 係 る  目 安 制 度 の 概 要

１ 最 低 賃 金 制 度 と は

最 低 賃 金 法 に 基 づ き 国 が 賃 金 の 最 低 限 度 を 定 め 、 使 用 者 は 、 そ の 最 低 賃 金 額 以

上 の 賃 金 を 労 働 者 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い と す る 制 度 で あ る 。

仮 に 最 低 賃 金 額 よ り 低 い 賃 金 を 労 使 合 意 の 上 で 定 め て も 、 そ れ は 法 律 に よ り 無

効 と さ れ 、 最 低 賃 金 額 と 同 額 の 定 め を し た も の と み な さ れ る 。

２ 最低賃金の種類

最 低 賃 金 に は 、 産 業 に 関 わ り な く 地 域 内 の す べ て の 労 働 者 に 適 用 さ れ る 都 道 府

県 別 の 「 地 域 別 最 低 賃 金 」 と 、 例 え ば 電 気 機 械 器 具 製 造 業 、 自 動 車 小 売 業 な ど 特

定 の 産 業 に 働 く 労 働 者 に 適 用 さ れ る 「 特 定 最 低 賃 金 」 の 二 種 類 が 設 定 さ れ て い る 。

３ 最 低 賃 金 の 決 定 と 最 低 賃 金 審 議 会

最 低 賃 金 は 、 最 低 賃 金 審 議 会 に お い て 、 賃 金 の 実 態 調 査 結 果 な ど 各 種 統 計 資 料

を 十 分 参 考 に し な が ら 審 議 が 行 わ れ 、

①労働者の生計費

②労働者の賃金

③通常の事業の賃金支払能力

の ３ 要 素 を 考 慮 し て 決 定 又 は 改 定 さ れ る こ と と な っ て お り 、 ① を 考 慮 す る に 当 た

っ て は 、 労 働 者 が 健 康 で 文 化 的 な 最 低 限 度 の 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 、 生 活

保 護 に 係 る 施 策 と の 整 合 性 に 配 慮 す る も の と さ れ て い る 。

最 低 賃 金 審 議 会 は 、 厚 生 労 働 省 に 中 央 最 低 賃 金 審 議 会 が 、 都 道 府 県 労 働 局 に 地

方 最 低 賃 金 審 議 会 が 置 か れ て お り 、 地 域 別 最 低 賃 金 は 、 各 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の

審 議 を 経 て 、 都 道 府 県 労 働 局 長 が 決 定 又 は 改 定 す る こ と と な っ て い る 。

４ 地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要

昭 和 5 3 年 度 か ら 、 地 域 別 最 低 賃 金 の 全 国 的 整 合 性 を 図 る た め 、 中 央 最 低 賃 金 審

議 会 が 、 毎 年 、 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 の 「 目 安 」 を 作 成 し 、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

へ 提 示 し て い る 。

ま た 、 目 安 は 、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 の 審 議 の 参 考 と し て 示 す も の で あ っ て 、 こ

れ を 拘 束 す る も の で な い こ と と さ れ て い る 。

な お 、 地 域 別 最 低 賃 金 額 の 表 示 に つ い て は 、 従 来 、 日 額 ・ 時 間 額 併 用 方 式 と な

っ て い た が 、 平 成 1 4 年 度 以 降 時 間 額 単 独 方 式 に 移 行 さ れ て お り 、 目 安 に つ い て も 、

平 成 1 4 年 度 以 降 時 間 額 で 示 す こ と と な っ て い る 。



参 考 ２

目 安 審 議 及 び 地 域 別 最 低 賃 金 審 議 の 流 れ

中 央 最 低 賃 金 審 議 会 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

【 目 安 審 議 】 【 地 域 別 最 低 賃 金 審 議 】

諮 問 諮 問

↓ ↓

調 査 審 議

↓
目 安 を 提 示

調 査 審 議

答 申

↓

答 申

↓

決 定

↓

決 定 の 公 示

↓

効 力 発 生



参 考 ３

地 域 別 最 低 賃 金 の 全 国 加 重 平 均 額 と 引 上 げ 率 の 推 移

年度 平 成 ２ ７ ２ ８ ２ ９ ３ ０ 令和元 ２ ３ ４ ５

最低賃金額

時 間 額 （ 円 ） 798 823 848 874 901 902 930 961 1, 004

対 前 年 度 引 上 げ 額

（円） 18 2 5 （ ※ ） 25 26 27 1 28 31 4 3 （ ※ ）

（前年度比） （％） (2. 31) (3. 13) (3. 04) (3. 07) (3. 09) (0. 11) (3. 10) (3. 33) (4. 48)

(注） 1 金 額 は 適 用 労 働 者 数 に よ る 全 国 加 重 平 均 額 で あ る 。

2 （ ) 内 は 引 上 げ 率 （ ％ ） を 示 す 。

3 （※） は 全 国 加 重 平 均 の 算 定 に 用 い る 経 済 セ ン サ ス 等 の 労 働 者 数 の 更 新 に よ る 影 響 分

（平成28年度、令和５年度は＋１円）が含まれる。



参考４

令 和 ５ 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 額 改 定 状 況

ランク 都 道 府 県 名 最 低 賃 金 時 間 額 （ 単 位 ： 円 ） 発 効 年 月 日

Ａ

東 京 1, 113 令和5年10月1日

神 奈 川 1, 112 令和5年10月1日

大 阪 1, 064 令和5年10月1日

埼 玉 1, 028 令和5年10月1日

愛 知 1, 027 令和5年10月1日

千 葉 1, 026 令和5年10月1日

Ｂ

京 都 1, 008 令和5年10月6日

兵 庫 1, 001 令和5年10月1日

静 岡 984 令和5年10月1日

三 重 973 令和5年10月1日

広 島 970 令和5年10月1日

滋 賀 967 令和5年10月1日

北 海 道 960 令和5年10月1日

栃 木 954 令和5年10月1日

茨 城 953 令和5年10月1日

岐 阜 950 令和5年10月1日

富 山 948 令和5年10月1日

長 野 948 令和5年10月1日

福 岡 941 令和5年10月6日

山 梨 938 令和5年10月1日

奈 良 936 令和5年10月1日

群 馬 935 令和5年10月5日

石 川 933 令和5年10月8日

岡 山 932 令和5年10月1日

新 潟 931 令和5年10月1日

福 井 931 令和5年10月1日

和 歌 山 929 令和5年10月1日

山 口 928 令和5年10月1日

宮 城 923 令和5年10月1日

香 川 918 令和5年10月1日

島 根 904 令和5年10月6日

福 島 900 令和5年10月1日

愛 媛 897 令和5年10月6日

徳 島 896 令和5年10月1日

Ｃ

山 形 900 令和5年10月14日

鳥 取 900 令和5年10月5日

佐 賀 900 令和5年10月14日

大 分 899 令和5年10月6日

青 森 898 令和5年10月7日

長 崎 898 令和5年10月13日

熊 本 898 令和5年10月8日

秋 田 897 令和5年10月1日

高 知 897 令和5年10月8日

宮 崎 897 令和5年10月6日

鹿 児 島 897 令和5年10月6日

沖 縄 896 令和5年10月8日

岩 手 893 令和5年10月4日



参 考 ５

令 和 ６ 年 ６ 月 2 5 日

中央最低賃金審議会委員名簿

（公益委員）

戎 野 淑 子 立正大学経済学部教授

権 丈 英 子 亜 細 亜 大 学 経 済 学 部 長 ・ 教 授

小 西 康 之 明治大学法学部教授

首 藤 若 菜 立教大学経済学部教授

藤 村 博 之 独 立 行 政 法 人 労 働 政 策 研 究 ・ 研 修 機 構 理 事 長

松 浦 民 恵 法 政 大 学 キ ャ リ ア デ ザ イ ン 学 部 教 授

（労働者側委員）

池 田 智香子 全日本自動車産業労働組合総連合会中央執行委員

伊 藤 彰 英 日本基幹産業労働組合連合会企画調査部部長

永 井 幸 子 Ｕ Ａ ゼ ン セ ン 副 書 記 長

仁 平 章 日本労働組合総連合会総合政策推進局長

平 野 覚 Ｊ Ａ Ｍ 労 働 ・ 調 査 グ ル ー プ 長

水 崎 恵 一 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員

（使用者側委員）

大 下 英 和 日本商工会議所産業政策第二部長

佐久間 一 浩 全国中小企業団体中央会事務局次長

志 賀 律 子 株 式 会 社 麻 布 タ マ ヤ 代 表 取 締 役

土 井 和 雄 全国商工会連合会中小企業問題研究所所長

新 田 秀 司 一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長

堀 内 麻祐子 株 式 会 社 セ ン シ ョ ー 代 表 取 締 役

（ 注 ） 掲 載 順 は 、 五 十 音 順 で あ る 。



参 考 ６

目 安 に 関 す る 小 委 員 会 委 員 名 簿

（公益委員）

戎 野 淑 子 小 西 康 之

首 藤 若 菜 藤 村 博 之

（労働者側委員）

伊 藤 彰 英 永 井 幸 子

仁 平 章 水 崎 恵 一

（使用者側委員）

大 下 英 和 佐久間 一 浩

土 井 和 雄 新 田 秀 司

（注） 名 簿 は 五 十 音 順 で あ る 。



2024/7/26 発 表

2020年基準 消 費 者 物 価 指 数

神戸市 2 0 2 4 年 （ 令 和 6 年 ） 6 月 分

2 0 2 4 年 （ 令 和 6 年 ） 6 月 分
◎概況

(1) 総合指数は2020年を100として107  4
前年同月比は3. 1%の上昇 前月比は. 0. 2%の上昇

(2) 生 鮮 食 品 を 除 く 総 合 指 数 は 1 0 6  9
前年同月比は2. 7%の上昇 前月.比は0. 2%の上昇

(3) 生 鮮 食 品 及 び エ ネ ル ギ ー を 除 く 総 合 指 数 は 1  06 4
前年同月比は2. 1%の上昇 前月比は0%で同水準.

図1

全 国 及 び 神 戸 市 の 総 合 指 数 の 動 き
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表1 全国及び神戸市の総合指数の動き 2020年=100

2023年 2024年

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

全 国 105. 2 105. 7 105. 9 106. 2 107. 1 106. 9 106. 8 106. 9 106. 9 107. 2 107. 7 108. 1 108. 2

前年同月比(% ) 3. 3 3. 3 3. 2 3. 0 3. 3 2. 8 2. 6 2. 2 2. 8 2. 7 2. 5 2. 8 2. 8

神戸市 104. 2 104. 7 104. 9 105. 3 106. 2 106. 3 106. 1 106. 1 106. 1 106. 5 106. 9 107. 2 107. 4

前年同月比(% ) 3. 4 3. 4 3. 5 3. 2 3. 5 3. 2 3. 1 2. 2 2. 9 3. 1 2. 7 2. 7 3. 1

図 ２

全 国 及 び 神 戸 市 の 生 鮮 食 品 を 除 く 総 合 指 数 の 動 き
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表2 全 国 及 び 神 戸 市 の 生 鮮 食 品 を 除 く 総 合 指 数 の 動 き 2020年=100

2023年 2024年

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

全 国 105. 0 105. 4 105. 7 105. 7 106. 4 106. 4 106. 4 106. 4 106. 5 106. 8 107. 1 107. 5 107. 8

前年同月比(% ) 3. 3 3. 1 3. 1 2. 8 2. 9 2. 5 2. 3 2. 0 2. 8 2. 6 2. 2 2. 5 2. 6

神戸市 104. 1 104. 6 104. 7 104. 8 105. 5 105. 6 105. 7 105. 6 105. 8 106. 1 106. 4 106. 7 106. 9

前年同月比(% ) 3. 4 3. 3 3. 4 3. 0 3. 1 2. 7 2. 8 2. 0 2. 9 2. 8 2. 4 2. 4 2. 7



図3

全 国 及 び 神 戸 市 の 生 鮮 食 品 及 び エ ネ ル ギ ー を 除 く 総 合 指 数 の 動 き
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表3 全 国 及 び 神 戸 市 の 生 鮮 食 品 及 び エ ネ ル ギ ー を 除 く 総 合 指 数 の 動 き 2020年=100

2023年 2024年

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

全 国 104. 4 104. 9 105. 2 105. 4 105. 8 105. 9 105. 9 105. 8 105. 9 106. 2 106. 5 106. 6 106. 6

前年同月比(% ) 4. 2 4. 3 4. 3 4. 2 4. 0 3. 8 3. 7 3. 5 3. 2 2. 9 2. 4 2. 1 2. 2

神戸市 104. 2 104. 8 105. 0 105. 2 105. 5 105. 7 105. 7 105. 6 105. 8 106. 0 106. 4 106. 4 106. 4

前年同月比(% ) 4. 6 4. 7 4. 8 4. 6 4. 2 3. 9 4. 1 3. 5 3. 5 3. 3 2. 6 2. 2 2. 1



令 和 ６ 年 度 答 申 要 旨 の 公 示 日 別 最 短 効 力 発 生 予 定 日 一 覧 表 （ 地 域 別 最 低 賃 金 の 場 合 ）

※令和５年1 2 月 1 日 時 点 の カ レ ン ダ ー に 基 づ き 、 異 議 申 出 締 切 日 の 翌 日 に 本 省 で 官 報 公 示 の 手 続 き を 行 っ た 場 合 の ス ケ ジ ュ ー ル

※1 0 月 1 日 ( 火 ) 発 効 の 場 合 は  ８ 月 ５ 日 （ 月 ） ま で に 答 申 要 旨 を 公 示 す る 必 要 が あ り ま す
、 。

答 申
15日

異 議 申 出
8 営 業 日

官 報
30日

発効
( 要 旨 公 示 )

→
締切

→
公 示

→

8月1日（木） 8月1 6日（金） 8月28日（水） 9 月 2 7 日 （ 金 ）

8月2日（金） 8月19日（月） 8月29日（木） 9 月 2 8 日 （ 土 ）

8月3日（土） 8月19日（月） 8月29日（木） 9 月 2 8 日 （ 土 ）

8月4日（日） 8月19日（月） 8月29日（木） 9 月 2 8 日 （ 土 ）

8月5日（月） 8月20日（火） 8月30日（金） 9 月 2 9 日 （ 日 ）

8月6日（火） 8月21日（水） 9月2日（月） 1 0 月 2 日 （ 水 ）

8月7日（水） 8月22日（木） 9月3日（火） 1 0 月 3 日 （ 木 ）

8月8日（木） 8月23日（金） 9月4日（水） 1 0 月 4 日 （ 金 ）

8月9日（金） 8月26日（月） 9月5日（木） 1 0 月 5 日 （ 土 ）

8月10日（土） 8月26日（月） 9月5日（木） 1 0 月 5 日 （ 土 ）

8月11日（日） 8月26日（月） 9月5日（木） 1 0 月 5 日 （ 土 ）

8月12日（月） 8月27日（火） 9月6日（金） 1 0 月 6 日 （ 日 ）

8月1 3日（火） 8月28日（水） 9月9日（月） 1 0 月 9 日 （ 水 ）

8月1 4日（水） 8月29日（木） 9月10日（火） 10月10日（木）

8月15日（木） 8月30日（金） 9月1 1日（水） 1 0月1 1日（金）

8月1 6日（金） 9月2日（月） 9月1 2日（木） 10月12日（土）

8月1 7日（土） 9月2日（月） 9月1 2日（木） 10月12日（土）

8月18日（日） 9月2日（月） 9月1 2日（木） 10月12日（土）

8月19日（月） 9月3日（火） 9月1 3日（金） 10月13日（日）

8月20日（火） 9月4日（水） 9月17日（火） 10月17日（木）

8月21日（水） 9月5日（木） 9月1 8日（水） 1 0月1 8日（金）

8月22日（木） 9月6日（金） 9月1 9日（木） 10月19日（土）

8月23日（金） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月24日（土） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月25日（日） 9月9日（月） 9月20日（金） 10月20日（日）

8月26日（月） 9月10日（火） 9月24日（火） 1 0月24日（木）

8月27日（火） 9月1 1日（水） 9月25日（水） 1 0月25日（金）

8月28日（水） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月26日（土）

8月29日（木） 9月1 3日（金） 9月27日（金） 10月27日（日）

8月30日（金） 9月1 7日（火） 9月30日（月） 1 0月30日（水）

8月31日（土） 9月1 7日（火） 9月30日（月） 1 0月30日（水）

9月1日（日） 9月1 7日（火） 9月30日（月） 1 0月30日（水）



今後の予定案 （兵庫県最低賃金専門部会）

第 ２ 回  兵庫県最低賃金専門部会

７ 月 ３ １ 日 （ 水 ） １ ４ ： ０ ０∼ 兵庫労働局 会議室

第 ３ 回  兵庫県最低賃金専門部会

８ 月 １ 日 （ 木 ） １ ４ ： ０ ０∼ 兵庫労働局 会議室

第 ４ 回  兵庫県最低賃金専門部会

８ 月 ５ 日 （ 月 ）  ９ ： ３ ０∼ 兵庫労働局 会議室

第 ６ ７ １ 回 兵 庫 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

8 月 ５ 日 （ 月 ）  １ ４ ： ０ ０∼ （ 第 4 回 専 門 部 会 後 開 催 ）

兵庫労働局 会議室



令 和 ６ 年 ７ 月 2 9 日

第 ２ 回 ～ ４ 回  兵庫県最低賃金専門部会の開催について

標記の会議を下記のとおり開催する予定としています。

傍聴を希望される方は下記５の要領によりお申し込みください。

記

１ 予定日時 第 ２ 回  令 和 ６ 年 ７ 月 3 1 日 （ 水 ）  午 後 ２ 時 0 0 分 よ り

第 ３ 回  令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日 （ 木 ）  午 後 ２ 時 0 0 分 よ り

第 ４ 回  令 和 ６ 年 ８ 月 ５ 日 （ 月 ）  午 前 ９ 時 3 0 分 よ り

（ 但 し 開 催 日 開 催 時 間 に つい て は 部 会の進行状況等により 急遽 中 止 変 更 に な る こ と が
、 、 、 、 、 、

あ り ま す の で 十 分 ご 了 解の 上 ご 来 場 く だ さ い ）
、 、 。

２ 場 所 神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

神 戸 ク リ ス タ ル タ ワ ー 1 6 階  兵庫労働局第３共用会議室

３ 議 題 兵庫県最低賃金の改正金額の審議等について

４ 傍聴者 １２名以内

５ 要 領 傍聴希望者は部会開催当日に直接受付にお越しいただき、申込書に必要事項を記入して

ください。

（１）受付場所：神戸市中央区東川崎町１-１-３ 神 戸 ク リ ス タ ル タ ワ ー 1 6 階

兵庫労働局労働基準部賃金室

（２）受付締切時間：各部会開催予定時間の３０分前

（３） 会場収容人数に限りがありますので、 希望者多数の場合には受付締切後 その場で抽選を行いま
、

す 抽選に落選された場合や、 抽選後に来場された方は、 傍聴できませんので、 予めご了承くださ
。

い。 ただし、 傍聴席に余裕がある場合のみ、 部会の10分前までは定員に達するまで先着順で受付を

行います。

（４）審議会の開始後の入室は認められませんのでご注意ください。

（５）部会では議事の内容により、一部非公開になる場合があります。また、休会時やその他、議事の

進行状況に応じ、傍聴の方には部屋を一時移動して頂くこともありますのでご了承ください。

（６）申し込み頂いた本人であることを確認させていただく場合がございますので、当日はご本人であ

ることがわかるものをお持ちください。

６ その他

〇 傍聴される場合には、別添の遵守事項を厳守してください。

〇 車椅子をお使いになられる方はその旨お申込みの際にお書き添えください。又､介助の方がいらっ

しゃる場合は、その方のご氏名も併せてお書き添えください。

問い合わせ先 兵庫労働局労働基準部賃金室

℡ ０ ７ ８ － ３ ６ ７ － ９ １ ５ ４



《別 添》

審議会傍聴に当たっての遵守事項

１ 議事の内容により一部非公開の部分があり、当該時間は会場内で待機して頂く場合

があります。また、一時的な休会時や、その他議事の進行状況に応じ、傍聴の方には

部 屋 を 移 動 し て 頂 く こ と も あ り ま す の で ご 了 承 く だ さ い 。

２ 待機時や、休会時にお帰りしていただくことも可能ですが、その際は事務局職員に

一言お声がけいただくようお願いします。

３ 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてくだ

さい。

４ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。

５ 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴してください。

６ 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。

７ 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。

８ 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。

９ プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げる

おそれのあるものは会場内に持ち込めません。

10 ヘ ル メ ッ ト 、 は ち ま き 、 ゼ ッ ケ ン 、 腕 章 等 は 会 場 内 で 着 用 し な い で く だ さ い 。

11 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱

すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。

12 その他、会長、部会長及び兵庫地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお

願いします。

なお、上記の各事項に反する行為が行われた場合は、退場していただくことがあります。

兵庫地方最低賃金審議会


